
第 10 章　近代国家の成立　2. 明治維新と文明開化（3）殖産興業と地租改正
　1877（明治10）年ごろ、明治政

府は廃
はいはん

藩置
ち

県
けん

・秩
ちつろく

禄処
しょぶん

分等の封

建国家解体にともなう士
し

族
ぞく

授
じゅさん

産

として、また殖
しょく

産
さんこう

興業
ぎょう

政策の一

環として、東北地方の開発を構

想し、これに基づき安
あ

積
さか

開拓が

直接国の費用で実施されるよう

になった。

　この史料は、1882（明治15）年

4月に、鳥取開
かいこん

墾社
しゃ

（安積開拓の

ため、因州藩士族の入植者が結

成した団体）副頭取坪内元興らが

福島県令三
み

島
しま

通
みちつね

庸に宛てたもの

で、吉川節他3名の公
こうさい

債証
しょう

書
しょ

合計1150円

分を、100円につき82円で買上げるよう

希望している。

　士族が秩禄処分によって受け取った自

らの公債証書を原資としながら、開拓に

取り組んでいく姿勢がよくわかる資料で

ある。　　　　　　　　　　（担当：前田孝行）

近代

秩
ちつろく

禄処
しょぶん

分と鳥取士族の福島移住

・『移住と移民の歴史展』鳥取市歴史博物館・釧路市地域史料室編『鳥取士族の開拓移
住』（2003年）

・矢部洋三『安積開墾政策史－明治 10年代の殖産興業政策の一環として』日本経済評
論社（2010年）

・鳥取県『新鳥取県史資料編　近代 5　行政 2・社会・宗教』（2018年）
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★の写真は教育活動以外での無断利用や転載を禁止します。

解説

参考
資料

鳥取県立公文書館新鳥取県史を活用したデジタル郷土学習教材《解説》《ご利用にあたって》

https://www.pref.tottori.lg.jp/273890.htm
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshikinogoannai/bunkasportsbu/bunkashinkoka/rekishishiryokan/gomu/1/1/2937.html
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshikinogoannai/bunkasportsbu/bunkashinkoka/rekishishiryokan/gomu/1/1/2937.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/kobunsho/
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1251968/commentary.pdf
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1251968/beforeusing.pdf

